
制  定 令和５年４月１日 

 

大阪市特定教育・保育施設等における 

特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）（以下、「支援

法」という。）第 31 条第１項及び第 43 条第１項に基づき、大阪市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業確認等要綱（平成 27 年５月１日制定）（以下、「確認

要綱」という。）により、市長が確認した特定教育・保育施設または特定地域型保

育事業者（以下、「大阪市特定教育・保育施設等」という。）に対し、特別に支援の

必要な児童の受け入れにかかる支援費（以下、「支援費」という。）を支給するにあ

たり必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、法に定めるもののほか、

当該各号に定めるところによる。 

ア 特定教育・保育施設 確認要綱によりそれぞれ対象となる児童の利用定員が１

人以上として定められた、保育所、認定こども園をいう。 

イ 特定地域型保育事業者 確認要綱によりそれぞれ対象となる児童の利用定員

が１人以上として定められた、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育

事業のいずれかを行う事業所をいう。 

ウ 学校法人 私立学校法（昭和 24 年法律第 70 号）第３条に規定する学校法人を

いう。 

エ １号認定こども 支援法第 19 条第１項第１号に規定する小学校就学前子ども

をいう。 

オ ２号認定こども 支援法第 19 条第１項第２号に規定する小学校就学前子ども

をいう。 

カ ３号認定こども 支援法第 19 条第１項第３号に規定する小学校就学前子ども

をいう。 

キ 要支援児 以下のいずれかに該当する特別に支援の必要な児童をいう。 

（ア）身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）に基づく身体障害者手帳、「療

育手帳制度について」（昭和 48 年９月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次

官通知）」に基づく療育手帳、または精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和 25 年法律第 123 号）に基づく精神障害者保健福祉手帳を所持して

いる児童 

（イ）特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和 39 年法律第 134 号）に基づ



く特別児童扶養手当の支給対象となっている児童 

（ウ）医師が身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳が必要と診断した、また

は大阪市こども相談センターにおいて療育手帳の発行の対象と判定された

児童 

（エ）本市が集団保育等において加配が必要であると認める、障がいまたは障がい

の疑いに該当すると医師が診断している児童 

（オ）児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく障害児通所給付費等の給付

決定を受けている児童 

ク 手帳等 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、および障害児

通所給付費等の給付決定を受ける際の障がい児通所受給者証をいう。 

 

（支援費の種類等） 

第３条 支援費の種類は次のとおりとする。 

（１）特別支援保育事業     （別紙１のとおり） 

 （２）認定こども園特別支援教育事業  （別紙２のとおり） 

 （３）医療的ケア児対応看護師体制強化事業 （別紙３のとおり） 

 （４）医療的ケア児教育支援事業   （別紙４のとおり） 

２ 前項に定める各経費の内容（目的、支給要件、支給対象、及び算定基準）は、別

紙に定めるとおりとする。 

３ 支援費の額は、予算の定めを上限として、別紙で定める各算定基準により算出し

た経費の額の合計額とする。 

 

（支給認定申請） 

第４条 支援費の支給認定を申請する者は、大阪市特定教育・保育施設等の運営にお

ける特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給認定申請書（様式第１

号）を、本市があらかじめ指定する期日までに提出しなければならない。ただし、

年度途中に開所する施設及び年度途中より別紙で定める各支給要件のいずれかを

満たし支援費の支給認定を受けようとする者は、申請書に記載する支給開始月の末

日までとする。 

２ 前項の申請書には、支給を希望する支援費のうち、別紙に定める必要書類を添付

しなければならない。 

 

（支給認定決定） 

第５条 市長は、支援費の支給認定の申請があったときは、当該申請にかかる書類の

内容等が適正であるかどうか審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支

給認定決定をしたときは、大阪市特定教育・保育施設等の運営における特別に支援

の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給認定決定通知書（様式第２号）により



支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、支援費を支給することが不適当であると認めたとき

は、理由を付して、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童

の受け入れにかかる支援費不支給認定決定通知書（様式第３号）により支援費の支

給認定の申請を行った者に通知するものとする。 

３ 市長は、支援費の支給認定申請の提出期限から 60 日以内を標準的な処理期間と

し、当該申請にかかる支援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決

定をするものとする。 

４ 前項の規定は、支給認定申請に添付すべき書類全てが到達している事業にのみ適

用し、到達していない事業については、全ての書類が到達してから 60 日以内に支

援費の支給認定決定又は支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。 

 

（支給認定申請の取下げ） 

第６条 支援費の支給認定の申請を行った者は、前条第１項の規定による通知を受領

した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取

り下げようとするときは、大阪市特定教育・保育施設等の運営における特別に支援

の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給認定申請取下書（様式第４号）により

申請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、支給認定決定通知書を受けた日の翌日

から起算して 10 日とする。 

 

（支給時期等） 

第７条 市長は、支援費の支給について支援費の額が確定する前にその全部または一

部を概算払することができる。 

２ 支援費の支給認定決定を受けた者（以下「認定事業者」という。）は、前項の規定

による概算払による支援費の支給を受けようとする場合は、第５条第１項に基づき

決定された支援費を別紙で定める各算定基準により算出した経費の額の合計額の

範囲内で市長に請求することができる。 

３ 市長は、前項の規定による概算払による支援費の支給の請求を受けたときは、概

算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から 30 日以内

に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。 

４ 市長は、前３項のほか、第 12 条の規定による支援費の額が確定した後に認定事

業者から請求を受けたときは、当該請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係

る支援費を支給するものとする。 

 

（内容変更等） 

第８条 認定事業者は、別紙に定める各支給要件に係る事業の内容に変更（軽微な変



更を除く。）が生じた時は、原則、当該変更が生じた日の属する月又は新たに事業

を開始する月の月末までに、大阪市特定教育・保育施設等の運営における特別に支

援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給認定変更届（様式第５号）を市長に

対し提出しなければならない。 

２ 前項の変更届には、別紙に定める必要書類を添付しなければならない。 

３ 第１項の軽微な変更は、別紙に記載のとおりとする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第９条 市長は、支援費の支給認定決定をした場合において、その後の事情変更によ

り特別の必要が生じたときは、支援費の支給認定決定の全部若しくは一部を取消し、

又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、大阪市特定教育・保育施

設等の運営における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費の事情変

更による支給認定決定取消・変更通知書（様式第６号）により認定事業者に通知す

るものとする。 

３ 第１項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、認定事業者が特別に必

要となった、支援費の支給認定を受けた事業を行うため締結した契約の解除等によ

る賠償金について、支援費を支給することができる。 

４ 第３条から前条までの規定は、前項の規定による支援費の支給について準用する。 

５ 認定事業者は、第２項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更

後の支援費の額が既に支給を受けた支援費の額を下回っているときは、通知を受け

た日から 20 日以内に、既に支給を受けた支援費の額から取消し又は変更後の支援

費の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。 

６ 認定事業者が前項の規定により戻入する支援費の額は、第３項の規定による支援

費の支給がある場合には、当該支援費の額と相殺することができる。 

 

（立入検査等） 

第 10 条 市長は、支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、

認定事業者に対して報告を求め、又は認定事業者の承諾を得た上で職員に当該認定

事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に対して質問させることができる。 

 

（実績報告） 

第 11 条 認定事業者は、支給認定期間を経過した日から 10 日以内に大阪市特定教

育・保育施設等の運営における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費

実績報告書（様式第７号）により市長に報告しなければならない。 

２ 前項の報告書には、別紙に定める必要書類を添付しなければならない。 



 

（支援費の額の確定等） 

第 12 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の

書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、支援費の支給認定決定の内容及び

これに付した条件に適合すると認めたときは、支給すべき支援費の額を確定し、大

阪市特定教育・保育施設等の運営における特別に支援の必要な児童の受け入れにか

かる支援費額確定通知書（様式第８号）により認定事業者に通知するものとする。 

 

（支援費の精算） 

第 13 条 市長は、第 11 条第１項に基づく報告により提出された収支決算書の内容を

精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には認定事業者あて通

知しなければならない。 

２ 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、

剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額にかかる請求を

しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による不足額にかかる請求を受けたときは、当該請求を受け

た日から 30 日以内に当該請求にかかる支援費を支給するものとする。 

 

（支給認定決定の取消し） 

第 14 条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支

援費の支給認定決定等の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽の申請その他の不正な行為により、支援費の支給認定決定等を受けた場

合 

（２）支援費の支給認定決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反し

た場合 

（３）支援費を他の用途へ使用した場合 

（４）第 18 条第２項各号に定める書類、帳簿等が保管されていないため、支援費

の実績確認が適切にできない場合 

（５）その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合 

２ 前項の規定は、支援費について支給すべき額の確定があった後においても適用で

きるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して認定事業者に大

阪市特定教育・保育施設等の運営における特別に支援の必要な児童の受け入れにか

かる支援費支給認定決定取消通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

 

（支援費の返還） 

第 15 条 市長は、前条第１項の規定により支援費の支給認定決定等を取消した場合



において、当該取消しにかかる部分に関し、すでに支援費が支給されているときは、

期限を定めてその返還を求め、大阪市特定教育・保育施設等の運営における特別に

支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給返還決定通知書（様式第 10 号）

により認定事業者に通知するものとする。 

２ 前項の通知があったときは、認定事業者は返還を求められた額を本市が定める期

日までに大阪市あて納付しなければならない。 

 

（支援費の額の更正等） 

第 16 条 第 11 条に定める実績報告に誤りがあり、支援費に剰余が生じていたことが

確認された場合には、市長は、第 12 条に定める額の確定後もその剰余金を返還さ

せることができるものとし、認定事業者に大阪市特定教育・保育施設等の運営にお

ける特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費額更正通知書兼返還決定

通知書（様式第 11 号）により通知し、認定事業者は、その剰余金を本市が定める

期日までに返還しなければならない。（ただし、第 14 条の取消事由にあたる場合を

除く。） 

２ 前項の規定により返還を求められた認定事業者が納期日までに納付しなかった

ときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例（昭和 39 年大阪市条例第 12

号）第２条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 

３ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない認定事業者が返還を求めら

れた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間

にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額に

よるものとする。 

 

 

（消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額の取扱い） 

第 17 条 支給認定期経過に、消費税及び地方消費税の申告により支援費にかかる消

費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。なお、認定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支

社、一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は

本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売

上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、市長は報告があった場

合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。 

 

（関係書類の整備） 

第 18 条 認定事業者は、支援費にかかる活動実績及び経費の収支を明らかにした書

類、帳簿等（以下「関係書類」という。）を常に整備し、第 12 条の通知を受けた日

の属する年度の３月 31 日から５年を経過する日まで保存しなければならない。 



２ 前項の関係書類は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）第 11 条第２項に定める書類 

（２）職員（業務委託等により勤務する職員を含む。）の雇用実態が分かる書類（契

約書・資格証・職員の出勤及び退勤時間が記録された書類等） 

（３）その他、支援費にかかる活動実績等が明確にされている書類 

 

附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



 

〔様式第１号〕 

  年  月  日  

 

（あて先）大 阪 市 長  

 

住 所  

団 体 名 称   

代 表 者 職   

氏   名   

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における 

特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給認定申請書 

 

 

標題の支援費について支給認定を受けたいので、大阪市特定教育・保育施設等にお

ける特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費要綱第４条の規定により、次

のとおり申請します。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

２ 支給認定を受けようとする支援費の種類 

□ 特別支援保育事業 

□ 認定こども園特別支援教育事業 

□ 医療的ケア児対応看護師体制強化事業 

□ 医療的ケア児教育支援事業 

 

３ 添付書類 

特別支援保育事業及び医療的ケア児対応看護師体制強化事業にあっては保育所

運営課長、認定こども園特別支援教育事業及び医療的ケア児教育支援事業にあって

は幼稚園運営企画担当課長が、それぞれ通知するところによる必要な書類



 

〔様式第２号〕 

大こ青第    号  

   年  月  日  

様 

 

大阪市長            

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費支給認定決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪市特定教育・保育施設等における特

別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費については、次のとおり決定するこ

ととしたので、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け

入れにかかる支援費支給要綱第５条第１項の規定により通知します。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

２ 支給認定決定した内容 

□ 特別支援保育事業   （          円） 

□ 認定こども園特別支援教育事業  （          円） 

□ 医療的ケア児対応看護師体制強化事業 （          円） 

□ 医療的ケア児教育支援事業  （          円） 

 

３ 支援費の支給条件 

（1）大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにか

かる支援費支給要綱第 10 条に規定する立入検査等を行う場合は、これに協力す

ること。 

（2）支援費の支給に際して入手した個人情報は、大阪市個人情報の保護に関する法

律の施行等に関する条例（令和５年大阪市条例第５号）の趣旨を踏まえ、その漏

えい、滅失、き損等の防止、その他個人情報の保護に必要な体制の整備及び措置

を講じ、適正に管理すること。 

（3）その他、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入

れにかかる支援費支給要綱の規定を遵守すること。 

 

４ その他 

本通知の決定内容（支給の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日

の翌日から起算して 10 日以内に申請の取下げをすることができる。 



 

〔様式第３号〕 

大こ青第    号  

   年  月  日  

 

様 

 

大阪市長            

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費不支給認定決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった大阪市特定教育・保育施設等における特

別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費については、次の理由により支給し

ないこととしたので、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童

の受け入れにかかる支援費支給要綱第５条第２項の規定により通知します。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

 

２ 支給しない理由 

 



 

〔様式第４号〕 

  年  月  日  

 

（あて先）大 阪 市 長  

 

住 所  

団 体 名 称   

代 表 者 職   

氏   名   

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費支給認定申請取下書 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号にて通知のあった大阪市特定教育・

保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給認定決

定について、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入

れにかかる支援費支給要綱第６条の規定により申請を取り下げます。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

 

２ 支援費支給認定決定通知書を受け取った日 

      年  月  日 

 

 

３ 取下げの理由 



 

〔様式第５号〕 

  年  月  日  

（あて先）大 阪 市 長  

 

住 所  

団 体 名 称   

代 表 者 職   

氏   名   

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費支給認定変更届 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号にて支援費の支給認定決定を受け

た内容について変更が生じたため、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援

の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給要綱第８条の規定により、次のとおり変

更届を提出します。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

２ 変更する内容 

□ 特別支援保育事業 

□ 認定こども園特別支援教育事業 

□ 医療的ケア児対応看護師体制強化事業 

□ 医療的ケア児教育支援事業 

 

３ 添付書類 

特別支援保育事業及び医療的ケア児対応看護師体制強化事業にあっては保育所

運営課長、認定こども園特別支援教育事業及び医療的ケア児教育支援事業にあって

は幼稚園運営企画担当課長が、それぞれ通知するところによる必要な書類 

  



 

〔様式第６号〕 

大こ青第    号  

   年  月  日  

 

様 

 

大阪市長            

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費の事情変更による支給認定取消・変更通知書 

 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号にて支援費の支給認定決定した内

容について、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入

れにかかる支援費支給要綱第９条の規定により、次のとおり取消し・変更したので通

知します。 

 

 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

 

 

２ 取消し・変更の理由 

 

 

 

 

  



 

〔様式第７号〕 

  年  月  日  

 

（あて先）大 阪 市 長  

 

住 所  

団 体 名 称   

代 表 者 職   

氏   名   

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費実績報告書 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号にて支援費の支給認定決定を受け

た内容について、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受

け入れにかかる支援費支給要綱第11条の規定により、次のとおり実績を報告します。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

２ 支援費の支給認定内容 

□ 特別支援保育事業 

□ 認定こども園特別支援教育事業 

□ 医療的ケア児対応看護師体制強化事業 

□ 医療的ケア児教育支援事業 

 

３ 支援費の概算払額 

  金          円 

 

４ 添付書類 

(1) 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにか

かる支援費収支決算書 

(2) 特別支援保育事業及び医療的ケア児対応看護師体制強化事業にあっては保育

所運営課長、認定こども園特別支援教育事業及び医療的ケア児教育支援事業に

あっては幼稚園運営企画担当課長が、それぞれ通知するところによる必要な書

類 

  



 

 

 

 

年度 大阪市特定教育・保育施設等における 

特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費収支決算書 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

算定基準 

により 

算出した額 

概算払済額 差引額 

特別支援保育事業 円 円 円 

認定こども園特別支援

教育事業 
円 円 円 

医療的ケア児対応看護

師体制強化事業 
円 円 円 

医療的ケア児教育支援

事業 
円 円 円 

合計 円 円 円 



 

〔様式第８号〕 

大こ青第    号  

   年  月  日  

 

様 

 

大阪市長            

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費額確定通知書 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号にて支給認定決定した大阪市特定

教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費につい

ては、次のとおり支援費を確定したので大阪市特定教育・保育施設等における特別に

支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給要綱第 12 条の規定により通知しま

す。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

 

２ 支援費の支給確定金額 

  金          円 

 

 

３ 支援費の支給確定金額内訳 

□ 特別支援保育事業 円 

□ 認定こども園特別支援教育事業 円 

□ 医療的ケア児対応看護師体制強化事業 円 

□ 医療的ケア児教育支援事業 円 

 

 

 

  



 

〔様式第９号〕 

大こ青第    号  

   年  月  日  

 

様 

 

大阪市長            

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費支給認定決定取消通知書 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号にて支給認定決定した大阪市特定

教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費につい

ては、次のとおり支給認定決定を取消したので、大阪市特定教育・保育施設等におけ

る特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支給要綱第 14 条の規定により

通知します。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

 

２ 取消しの内容 

 

 

 

３ 取消しの理由 

 

 

 

 

 



 

〔様式第 10 号〕 

大こ青第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長            

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費支給返還決定通知書 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号による大阪市特定教育・保育施設等

における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費の取消しに伴い、大阪市

特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費支

給要綱第 15 条第１項の規定により、次のとおり返還を求めます。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

 

２ 返還決定額 

  金         円 

 

 

３ 返還期日 

      年  月  日 

 

 

４ 返還方法 

  別添の納付書による 

 

 

 

 



 

〔様式第 11 号〕 

大こ青第    号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長            

 

 

   年度 大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必要な 

児童の受け入れにかかる支援費額更正通知書兼返還決定通知書 

 

 

  年  月  日付け大こ青第    号にて確定した大阪市特定教育・保育

施設等における特別に支援の必要な児童の受け入れにかかる支援費については、次の

とおり支援費を更正したので、大阪市特定教育・保育施設等における特別に支援の必

要な児童の受け入れにかかる支援費支給要綱第 16 条第１項の規定により通知し、返

還を求めます。 

 

 

１ 対象施設 

  施設所在地 

  施 設 名 

 

２ 更正額の内容 

更正前の額 更正後の額 差 額 

        円         円         円 

 

３ 返還決定額 

  金         円 

 

４ 返還期日 

      年  月  日 

 

５ 返還方法 

  別添の納付書による 

 



別紙１
特別支援保育事業

目
的

① ２号認定こども及び３号認定こどもである要支援児が在籍する保育所等の設置
者を給付対象者とする。

② 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準または、特定教育・保育、特別利用
保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型
保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」（平成27年内閣府
告示第49号）で必要な保育士等、他の交付要綱等の要件として配置する保育士
等以外で、要支援児の数に応じて算定基準に定める専任職員を配置すること。

③ 月の初日時点で要件①②を満たしていること。月途中で、新たに要件を満たし
た場合は、翌月からの給付対象とする。

④ 認定こども園において、１号認定こどもが２号認定こどもへ変更があった場
合、月の初日時点で２号認定である月から算定基準による支援費の対象とす
る。

⑤ 職員の配置が欠ける場合は、支援費の停止、減額及び返還の対象となる。
⑥ 保育所等は、要綱第２条アに定義する保育所、認定こども園とする。ただし、

本市が設置者である場合を除く。

支
給

対
象

① 認定こども園において、要支援児が「大阪府私立幼稚園特別支援教育費補助金
交付要綱」により支給される補助事業に基づく補助金交付対象者の場合、その
補助金年額を月割り（100円未満の端数切捨て）し、補助金が交付される月数
を乗じて得られた額を減額する。

② 重度とは、身体障害者手帳１級又は２級、療育手帳Ａ判定、及び精神障害者保
健福祉手帳１級（これら手帳の発行に要する診断書及びこども相談センターに
よる判定通知を含む）のいずれかを所持する要支援児、又は特別児童扶養手当
１級の対象となる要支援児、又は診断書により保育時間中に医療的ケアが必要
とされる要支援児とする。
中度とは、重度と軽度を除く要支援児とする。
軽度とは、障がいの疑いと医師が診断した、または通所受給者証を所持してい
る要支援児とする。

③ 年度の途中で、障がいの区分が変更になった要支援児は、その要件を満たした
翌月より新たな区分とする。ただし、その区分が重くなった場合において、新
たな職員体制を構築することが困難な場合にあっては、その年度限りにおい
て、従前の区分により算定することができるものとする。

　特別支援保育担当専任保育士等の人件費を支給することにより、要支援児の保
育所等への入所を円滑にすると共に、集団保育を実施することにより、要支援児
の福祉の増進を図る。

支
給
要
件

特別支援保育担当専任保育士等の人件費

算
定
基
準

区分 基準

重度
要支援児１人に対し正規保育士等または常勤保育士等１
名を配置する場合

児童１人あたり 月額264,400円

要支援児３人に対し正規保育士等１名を配置する場合 児童１人あたり 月額139,300円

要支援児２人に対し正規保育士等または常勤保育士等１
名配置する場合

児童１人あたり 月額132,200円

要支援児１人に対し正規保育士等、常勤保育士等または
非常勤保育士等１名を配置する場合

児童１人あたり 月額132,200円

要支援児３人に対し正規保育士等１名を配置する場合 児童１人あたり 月額132,200円

要支援児２人に対し正規保育士等、常勤保育士等または
子育て支援等１名を配置する場合

児童１人あたり 月額132,200円

要支援児１人に対し正規保育士等、常勤保育士等または
非常勤保育士等１名を配置する場合

児童１人あたり 月額132,200円

軽度

中度

支給単価



④ 正規保育士等とは、支援費を申請する設置者が期間の定めなく直接雇用する有
資格者(保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭)で就業規則等で定める所
定勤務時間が１か月あたり120時間以上または１日６時間以上かつ月20日以上
で、社会保険に加入している者とする。

常勤保育士等とは、有期雇用の有資格者(保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、
養護教諭)で所定勤務時間が月120時間以上または１日６時間以上かつ月20日以
上勤務する者とする。

子育て支援員等とは、「家庭的保育者」「子育て支援員研修地域型保育コース
修了者（家庭的保育補助者）」または、「認可保育所・認定こども園での勤務
経験が４か年度で2,250時間以上、若しくは継続した勤務期間が３年以上」に
該当し、所定勤務時間が月120時間以上または１日６時間以上かつ月20日以上
勤務する者とする。

非常勤保育士等とは、所定勤務時間が月80時間以上勤務する者で、資格は問わ
ない。

要綱第８条関連
① 要支援児に異動（増員）があったとき。
② 要支援児の、手帳等の等級、程度、支給認定区分に変更があり、支援費の額に

変動があるとき。
③ 支援費の対象となる職員に異動（増員）があったとき。
① 要支援児に異動（減員）があったとき。
② 申請済み職員間での従事月の変更、又は減員があったとき。
③ 何れも、要綱第８条に定める変更届を提出する場合は、その時期に併せて届出

を行うこと。

そ
の
他

申請に必要な事項については、保育所運営課長の通知するところによる

軽
微
な
変

更

異
動
事
由

算
定
基
準



別紙２
認定こども園特別支援教育事業

目
的

① 原則として、１号認定こどもである要支援児、及び心理学上の診断書等に
基づき市長が支援を必要とすると認めるこどもが就園する認定こども園の
設置者を給付対象者とする。ただし、本市が設置、又は学校法人が運営す
る認定こども園を除く。

② 当該要支援児の受け入れに際して、「特定教育・保育、特別利用保育、特
別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育
及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」（平成27年内閣府
告示第49号）に基づき配置すべき職員数（加算を含む。）に加えて、幼稚
園教諭免許状又は保育士資格を有する者を配置すること。また、児童の受
け入れに関して必要な物品等を設置すること。

③ 上記①及び②を月の初日で満たしていること。月途中で要件を満たした場
合は、翌月からの給付とする。

④ 要支援児の在籍が２人以上いること。ただし、対象となる児童は、当該園
に就園する２号認定こども及び３号認定こどもであって、別紙１に定める
要支援児を含む。

支
給

対
象

● 支援費の給付を受けようとする年度において、当該園に就園する要支援児
について、給付要件に規定する児童数に基づき、上記を乗じて得た額を算
定基準額とする。

要綱第８条関連
① 要支援児に異動があったとき。
② 要支援児が疾病・事故・その他の事由により連続して1ヶ月以上通所しな

かったとき。
③ 要支援児の、手帳の等級、程度、支給認定区分に変更があり、支援費の額

に変動があるとき。
④ 支援費の対象となる職員に異動があったとき。

軽
微
な
変
更

➀
②

要支援児に異動（減員）があったとき。
申請済み職員間での従事月の変更、又は減員があったとき。
何れも、要綱第８条に定める変更届を提出する場合は、その時期に併せて
届出を行うこと。

そ
の
他

申請に必要な事項については、幼稚園運営企画担当課長の通知するところ
による

　認定こども園に就園する要支援児のうち、１号認定こどもの特別支援教育の
充実を図る。

支
給
要
件

給付要件に規定する職員の人件費、教育研究経費（教材費等の消耗品費、研修
受講のために要する経費等）

算
定
基
準

異
動
事
由

要支援児１人あたり 月額65,300円



別紙３
医療的ケア児対応看護師体制強化事業

目
的

① 原則として、医療的ケア児であって、２号認定こども及び３号認定こどもが在
籍する、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業所の設置者を支給対象者と
する。

② 医療的ケア児の受け入れに際して、医療的ケアを実施するために必要となる看
護師を専任で配置すること。

③ 月の初日時点で要件①②を満たし保育施設等での医療的ケアの計画が保護者の
同意を得ていること。月途中で要件を満たした場合は、翌月からの支給とす
る。ただし、医療的ケア児に専任で対応する看護師については、上記要件①②
を満たした月以降、医療的ケア児が年度途中で退所したなど、これに伴って要
件を満たさなくなった場合についても、引き続き看護師による受入体制がとら
れているときは、当該年度に限り、看護師の人件費を支給対象とする。なお、
支給対象となる範囲は、退所した医療的ケア児の計画と同等のものとする。

④ 認定こども園において、１号認定から２号認定に変更のあった児童の場合、月
の初日時点で２号認定である月から算定基準による支援費を支給する。

⑤ 職員の配置が欠ける場合は、支援費の停止、減額及び返還の対象となる。
⑥ 医療的ケア児とは、治療を目的としたものではなく、生命維持や健康維持のた

めの生活行為として、医療行為（喀痰吸引、経管栄養、導尿、インスリン注
射、その他医療行為）を必要とする障がい・疾病のある児童とする。

⑦ 看護師とは、有資格者（正看護師、准看護師）で当該保育所等において直接雇
用または労働者派遣契約に基づき派遣され勤務する者とする。

支
給

対
象

● 支援費の支給を受けようとする年度において、当該園に在籍する医療的ケア児
について、上記要件を算定基準額とする。

要綱第８条関連
① 医療的ケア児に異動（増員）があったとき。
② 支援費の対象となる常勤看護師に異動（増員）があったとき。
③ 保育認定時間に変更のあったとき。
① 要支援児に異動（減員）があったとき。
② 申請済み職員間での従事月の変更、又は減員があったとき。
③ 何れも、要綱第８条に定める変更届を提出する場合は、その時期に併せて届出

を行うこと。
そ
の
他

申請に必要な事項については、保育所運営課長の通知するところによる

軽
微
な

変
更

異
動

事
由

　医療機関で疾病等と診断され、保育時間中に医療的ケアが必要とされる児童
（以下、「医療的ケア児」とする。）の医療的ケアを担当する専任看護師の人件
費を支給することで、医療的ケア児の保育施設等への入所を円滑にするととも
に、集団保育を実施することにより、医療的ケア児の福祉の増進を図る。

支
給
要
件

医療的ケア児にかかる医療的ケアを専任で担当する看護師の人件費（他の事業に
より、補填されている金額を差し引く）

算
定
基
準

基準

保育標準時間認定の医療的ケア児１人に対し看護師を配
置する場合

児童１人あたり 月額上限748,400円

保育短時間認定の医療的ケア児１人に対し看護師を配置
する場合

児童１人あたり 月額上限514,000円

支給単価



別紙４
医療的ケア児教育支援事業

目
的

① 原則として、医療的ケア児である１号認定こどもが在籍する認定こども園の設
置者を支給対象者とする。

② 医療的ケア児の受け入れに際して、医療的ケアを実施するために必要となる看
護師を専任で配置すること。

③ 月の初日時点で要件①②を満たし認定こども園内での医療的ケアの計画が保護
者の同意を得ていること。月途中で要件を満たした場合は、翌月からの支給と
する。ただし、医療的ケア児に専任で対応する看護師については、上記要件①
②を満たした月以降、医療的ケア児が年度途中で退所したなど、これに伴って
要件を満たさなくなった場合についても、引き続き看護師による受入体制がと
られているときは、当該年度に限り、看護師の人件費を支給対象とする。な
お、支給対象となる範囲は、退所した医療的ケア児の計画と同等のものとす
る。

④ 認定こども園において、２号認定から１号認定に変更のあった児童の場合、月
の初日時点で１号認定である月から算定基準による支援費を支給する。

⑤ 職員の配置が欠ける場合は、支援費の停止、減額及び返還の対象となる。
⑥ 医療的ケア児とは、治療を目的としたものではなく、生命維持や健康維持のた

めの生活行為として、医療行為（喀痰吸引、経管栄養、導尿、インスリン注
射、その他医療行為）を必要とする障がい・疾病のある児童とする。

⑦ 看護師とは、有資格者（正看護師、准看護師）で当該保育所等において直接雇
用または労働者派遣契約に基づき派遣され勤務する者とする。

支
給

対
象

● 支援費の支給を受けようとする年度において、当該園に在籍する医療的ケア児
について、上記要件を算定基準額とする。

要綱第８条関連
① 医療的ケア児に異動（増員）があったとき。
② 支援費の対象となる常勤看護師に異動（増員）があったとき。
③ 保育認定時間に変更のあったとき。
① 要支援児に異動（減員）があったとき。
② 申請済み職員間での従事月の変更、又は減員があったとき。
③ 何れも、要綱第８条に定める変更届を提出する場合は、その時期に併せて届出

を行うこ

そ
の
他

申請に必要な事項については、幼稚園運営企画担当課長の通知するところによ
る

軽
微
な

変
更

医療的ケアを必要とする１号認定こどもが、認定こども園において円滑に教育を
受けられるよう支援する

支
給
要
件

医療的ケア児にかかる医療的ケアを専任で担当する看護師の人件費（他の事業に
より、補填されている金額を差し引く）

算
定
基
準

異
動

事
由

児童１人あたり 月額上限210,000円


